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平均賃金算定内訳

労 働 保 険 番 号 氏　名 平均賃金算定事由発生年月日

府県 所掌 管轄 基 幹 番 号 枝番号
山 田 太 郎 平成26年4月1日

※2月風邪で欠勤、給与支払いがない場合　2月所定労働日数20日

雇入年月日 平成22年4月1日 常用・日雇の別 常用・日雇

賃金支払方法 月給・週給・日給・時間給・出来高払制・その他請負制 賃金締切日 毎月 末

1月31日 まで 2月28日 まで 3月31日 まで

日

（ Ａ ）
月・週そ
の他一定
の期間に
よって支
払ったも
の

賃金計算期間
1月1日 から 2月1日 から 3月1日 から

計

総日数 31 28 31 90

賃
金

基本賃金 200,000 0 200,000

家族 手当 10,000 10,000 10,000 30,000

400,000

通勤 手当 20,000 20,000 20,000 60,000

0

0

計 230,000 30,000 230,000 490,000

（ Ｂ ）
日若しく
は時間又
は出来高
払制その
他の請負
制によっ
て支払っ
たもの

賃金計算期間
1月1日 から 2月1日 から 3月1日 から

計
1月31日 まで 2月28日 まで 3月31日 まで

総日数 31 28 31 90

労働日数 20 0 23 43

25,902 54,682

0賃
金

基本賃金 0

残業 手当 28,780 0

0

0

計 28,780 0 25,902 54,682

総　　　　計 258,780 30,000 255,902 544,682

通勤手当・家族手当　90,000÷90=1,000円　（総支給額を総日数で除す）
残業手当　54,682÷43×60/100=763円（総支給額を労働日数で除し、0.6を乗ずる）
基本賃金　600,000÷63×60/100=5,714円28銭（本来受けるべき額を所定労働日数で除し0.6を乗ずる）
　
合計　7,477円04銭

最低保障平均賃金の計算方法（s30.5.24通達による）

2平均賃金 賃金総額⑤ 544,682 総日数① 90 6,052

20 63 


